
第 2 回草津市廃棄物処理施設整備技術検討委員会 
 

平成２２年７月２１日（水） 
午後１時３０分～ 

草津市立クリーンセンター 2 階会議室 
                            
 
 
 
１ 開 会 

 
２ 議 事 

① 処理方式検討の基本条件について 
② 比較対象処理方式について 
③ 処理方式の評価方法について 

 
３ その他 
 
４ 現クリーンセンター見学 
 
 
 
 
 
【添付資料】 
 
 ・資料‐1 委員会開催予定と協議事項（案） 
 ・資料‐2 廃棄物処理施設整備技術検討委員会 協議資料 



委
員

会
開

催
予

定
と

協
議

事
項

（
案

）
 

 

表
 
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
技
術
検
討
委
員
会
の
実
施
日

程
、
協
議
事
項
案

 

 
開
催
時
期

 
協
議
事
項

 
協
議
結
果

 

第
1
回
委
員
会

 
平
成

22
年

6
月

2
日

 

（
開
催
済
）
 

①
委
員
会
の
進
め
方
に
つ
い
て

 

 
 
 
全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等

 

②
草
津
市
に
お
け
る
ご
み
処
理
の
現
状
 

 
 
 
３
R
の
取
り
組
み
、
ご
み
量
、
将
来
予
測

 

③
施
設
整
備
の
基
本
的
な
考
え
方

 

④
施
設
規
模
等

 

 
 
 
焼
却
炉
の
規
模
、
基
数
、
ご
み
質

 

⑤
検
討
対
象
処
理
方
式
に
つ
い
て

 

 
 
 
従
来
方
式
と
灰
溶
融
方
式

 

       

第
2
回
委
員
会

 
平
成

22
年

7
月

2
1
日

 

 
 

①
処
理
方
式
検
討
の
基
本
条
件

 

 
 
 
焼
却
炉
の
規
模
、
基
数
、
ご
み
質
の
確
認

 

 
 
 
排
ガ
ス
の
目
標
値
の
決
定

 

②
比
較
対
象
処
理
方
式
の
検
討

 

 
 
 
比
較
対
象
処
理
方
式
、

 

ヒ
ア
リ
ン
グ
メ
ー
カ
ー
の
決
定
、

 

各
技
術
提
案
内
容
の
決
定
 

③
評
価
方
法
の
検
討

 

 
 
 
評
価
項
目
、
評
価
基
準
、
配
点
の
検
討

 

④
現
地
確
認
（
現
施
設
見
学
）

 

    

○
 
8
月
上
旬
 
：
 
メ
ー
カ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
の
作
成
（
個
別
訪
問
に
よ
る
内
容
確
認
）

 

○
 
8
月
中
旬
～
9
月
中
旬
：

メ
ー
カ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
 

第
3
回
委
員
会

 
平
成

22
年

1
0
月

 

 
 
 
 
 
上
旬

 

①
評
価
項
目
、
評
価
基
準
、
配
点
の
決
定

 

②
メ
ー
カ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
結
果
整
理

 

③
各
処
理
方
式
の
評
価
案
の
検
討

 

 

第
4
回
委
員
会

 
平
成

22
年

1
1
月

 

 
 
 
 
 
上
旬

 

①
各
処
理
方
式
の
評
価

 

②
提
言
案
検
討

 

 
 
 

 

 

第
5
回
委
員
会

 
平
成

22
年

1
2
月

 

 
 
 
 
 
上
旬

 

①
提
言
の
と
り
ま
と
め

 

 
 
 

 
  

  

資
料

 
１

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 草津市廃棄物処理施設整備技術検討委員会 
 

１． 施設整備の基本方針 ··································································· 1 

1-1 ごみ処理基本計画における基本方針 

1-2 施設整備の基本方針 

２． 処理方式検討における基本条件 ············································ 3 

2-1 施設規模と計画処理量 

2-2 計画ごみ質 

2-3 公害防止基準 

３． 比較対象処理方式 ······································································ 16 

3-1 熱回収施設実績の整理 

3-2 比較対象処理方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市 

平成 22年 7月 21日 

 

資料 ２ 

協 議 資 料 
 



1 

       １ .施設整備の基本方針 

 

 

１-１ ごみ処理基本計画における基本方針 
 

「草津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 平成 22年 3月」では、本市のごみ処理における

基本方針を以下のように設定している。 

 

１）ごみの発生抑制の推進  

３Ｒのうち、まず優先される発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）に重点を置

いたごみを出さない環境づくりを目指します。 ごみの発生抑制には、特に市民、事業者

の主体的な協力が不可欠となりますことから、本市は積極的にごみに関する啓発や情報提

供、環境教育を推進するとともに、持続可能な発生抑制・減量化施策を展開します。 

２）多様な資源化の仕組みづくりの推進 

 発生抑制、再使用を優先した後に排出される廃棄物については、徹底した資源化（リ

サイクル）により、資源を再生利用し循環させるとともに、焼却処理するごみ量の削減を

目指します。 資源化を推進するためには、家庭系ごみについては、分別収集区分の見直

しや、集団回収の促進、各家庭における生ごみ処理の支援などの多様な資源化施策を推進

します。 また、事業系ごみについては、排出者である事業者自らが資源化と適正処理を

行うことが原則であるため、本市は事業者が排出するごみを可能な限り資源化処理ルート

に誘導するとともに、資源化の仕組みづくりに向けての支援に取り組みます。 

３）環境負荷の低減と経済性・効率性を考慮したごみ処理の推進 

 ごみの処理については、環境汚染物質の発生防止や、二酸化炭素排出量の削減などの

環境負荷の低減に努めるとともに、効率的な処理事業の運営に取り組みます。 また、ご

み処理施設の更新時には、焼却施設からのエネルギー回収や、環境汚染物質への対応がさ

らに強化できるなどの機能を持った、地球環境にやさしい処理施設の整備を目指します。 

 

特に廃棄物処理施設整備においては、環境負荷の低減、経済性・効率性を考慮し、「地球環境

にやさしい処理施設」を目指すこととしている。 
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１-２ 施設整備の基本方針 
 

前述のごみ処理基本計画における基本方針に基づき、草津市廃棄物処理施設整備の基本的な

考え方を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

整備基本方針１ ： 環境にやさしい施設                                       

環境汚染物質の発生防止や二酸化炭素排出量削減などにより環境負荷の低減

を図る。また、エネルギー回収により循環型社会へ貢献できる施設を目指す。 

 

整備基本方針２ ： 安全で安定した施設                                         

基本的なプラント稼動において、安定し、事故のない安全な施設を目指す。 

市民が安心できる施設。 

  

整備基本方針３ ： 経済性・効率性を考慮した施設                                           

          長期的な施設運営において、経済性・効率性に優れる施設を目指す。 

 

 

以上の整備基本方針により  「安全で地球環境にやさしい施設」 を目指す。 

 

■ 廃棄物処理施設整備の基本方針（案） 
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       ２ .処理方式検討における基本条件 

 

廃棄物処理施設の処理方式検討における基本条件として、 

・ 計画施設規模と基数 

・ 計画ごみ質 

・ 公害防止基準 

を設定する。 

 

 

２-１ 施設規模と計画処理量 
 

 

 

 

 

 

 

 

【検討内容】 

 

１) 計画施設規模 

「草津市一般廃棄物処理基本計画」及び「草津市循環型社会形成推進地域計画」に基づ

き、表 2-1のとおり設定する。 

表 2-1 計画規模設定根拠 

項 目 設 定 摘 要 

計画目標年次 平成 28年度 ＝稼働予定年度 

計画処理区域 草津市全域  

計画収集人口 126,155人 平成 28年度推計人口 

計画一人一日平均排出量 883.4g/人･日 平成 28年度推計値 

計画年間日平均処理量 93.7t/日 事業系可燃ごみを加味した平均処理量 

計画施設規模 127t/日 93.7×365/280×1/0.96=127t/日 

 

２) 炉数構成 

炉の補修整備による休止期間が必要となるため、その対処を考慮し複数とする。一方で

基数を増すほど建設コスト及び維持管理コストが増すため、必要最小限とすることとし、2

炉構成とする。これにより 1 炉の規模は 127/2=63.5t/日 とする。 

  

 草津市新廃棄物処理施設の施設規模、基数は次のとおり設定する。 

 

◆ 施設規模： 127t／日 （63.5t/24h×2 基） 

 

 

 

協議事項 ２-１  施設規模と基数（案） 
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２-２ 計画ごみ質 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現状の条件においては、予定される分別収集の変更に伴う廃プラスチック類・紙等のごみ

質変動によるカロリー変化を推測することは困難であるため、今後、施設基本計画策定段階に

おいて詳細なごみ質分析を実施することにより計画ごみ質を改めて定めることとする。 

 

  

 本施設の計画ごみ質を次のとおり設定する。 

 

◆低位発熱量範囲 6,300～12,500kJ/kg(1,500～3,000kcal/kg)とする。 

 

 可燃分 水分 灰分 低位発熱量 

％ kJ/kg kcal/kg 

高 質 68.70  21.30  10.00  12,500  3,000  

基 準 54.40  37.90  7.70  9,400  2,250  

低 質 40.10  54.10  5.73  6,300  1,500  

 

 

協議事項 ２-２  計画ごみ質（案） 
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【検討内容】 

１) 過去の測定結果 

(１) 年平均値 

過去 10年の月毎の発熱量測定結果の年平均値は、「草津市一般廃棄物処理基本計画」に

よると、表 2-2および図 2-1のとおりである。 

 

表 2-2  過去 10年間の年平均ごみ発熱量[kJ/kg] 

年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

発熱量 5,716 8,182 8,250 10,968 10,213 10,269 9,382 11,014 10,044 10,123 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 過年度の年平均ごみ発熱量の推移 

 

平成 12年度～平成 15年度までは増加傾向が見られたが、平成 15年度以降はほぼ横ばい

に推移している。このため、平成 15年以降の実績の平均値に準拠して計画ごみ質を設定す

る。また、平成 15年以降の化学組成の年平均値は表 2-3のとおりである。 

 

表 2-3  平成 15年度以降のごみ質測定結果、年平均値 

年度 
三成分組成 

低位発熱量 
可燃分 水分 灰分 

- ％ ｋJ/kg 

15 61.7 30.2 8.1 10,968 

16 58.2 33.8 8.1 10,213 

17 58.6 34.6 6.8 10,269 

18 54.3 37.4 8.4 9,382 

19 61.6 24.6 10.7 11,014 

20 57.4 34.5 8.1 10,044 

21 57.8 34.3 7.9 10,123 

平均値 58.5 32.8 8.3 10,288 

 

年度 

発
熱
量(KJ/kg) 
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(２)  4季の測定結果 

平成 15年以降の各年 4回の測定結果は、表 2-4のとおりである。 

 

表 2-4  平成 15年度以降の化学組成測定結果 

試料採取 化学組成 
低位発熱量 

年

度 
月 

可燃分 水 分 灰 分 

％-WB kcal/kg kJ/kg 

15 

5月 52.96 37.10 9.94 2,161 9,045.95  

8月 56.80 32.67 10.53 2,360 9,878.96  

11月 55.96 35.21 8.83 2,307 9,657.10  

2月 58.71 34.69 6.60 2,434 10,188.72  

16 

5月 47.77 45.35 6.88 1,878 7,861.31  

8月 52.06 41.03 6.91 2,097 8,778.04  

11月 66.70 23.95 9.35 2,858 11,963.59  

2月 63.65 26.55 9.80 2,705 11,323.13  

17 

5月 52.4  42.3  5.3  2,104 8,807.34  

8月 53.3  38.2  8.5  2,169 9,079.43  

11月   54.7  37.3  8.0  2,238 9,368.27  

2月 69.7  24.4  5.9  2,980 12,474.28  

18 

5月 59.83 30.16 10.01 2,511 10,511.05  

8月 48.53 40.27 11.20 1,942 8,129.21  

11月 33.02 61.57 5.41 1,116 4,671.58  

2月 53.15 39.57 7.28 2,154 9,016.64  

19 

5月 54.1  28.5  17.4  2,283 9,556.64  

8月 57.8  32.9  9.5  2,396 10,029.66  

11月 39.8  45.6  14.6  1,518 6,354.35  

2月 60.7  27.5  11.8  2,566 10,741.28  

20 

5月 63.1  30.4  6.5  2,657 11,122.20  

8月 53.2  41.4  5.4  2,144 8,974.78  

11月 51.5  39.6  8.9  2,080 8,706.88  

2月 77.4  17.0  5.6  3,381 14,152.87  

21 

5月 63.9  24.2  11.9  2.730 11,427.78  

8月 60.1  30.5  9.4  2,523 10,561.28  

11月 55.1  37.1  7.8  2,257 9,447.80  

2月 69.5  22.8  7.8  2,991 12,520.33  

平均 56.62  34.57  8.82  2,243.31  9,390.50  

標準偏差    454.66 1,903.21  
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２) 計画ごみ質の設定 

当面、処理方式検討のための想定ごみ質として、以下のとおり設定する。 

① 表 2-5の平均値を基準ごみ質とする。 

② 発熱量については、平均値の標準偏差の 1.645倍を増減して高質、低質とする。

（ごみ処理施設 計画・設計要項に示す 90％信頼区間） 

③ 高質、低質の化学組成については、基準質（平均組成）とほぼ同様な固形分比

（可燃分と灰分の比率）として求める。 

以上を踏まえ計画ごみ質は、表 2-5のとおりとする。 

 

表 2-5  設定計画ごみ質 

 

三成分組成 
低位発熱量 

可燃分 水分 灰分 

％ ｋJ/kg kcal/kg 

高 質 68.70  21.30  10.00  12,500  3,000  

基 準 54.40  37.90  7.70  9,400  2,250  

低 質 40.10  54.10  5.73  6,300  1,500  

 

なお、前述のとおり、基本計画策定段階における計画ごみ質は、詳細なごみ質分析を

実施することにより改めて定める。 
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２-３ 公害防止基準 
 

関連法規遵守はもとより、極力、環境負荷低減を図ることを目的とし、公害防止基準を設定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本施設の排気ガス計画基準を次のとおり設定する。 

 
◆ 規制値の遵守を前提とし、さらに現在の技術水準から容易に達成可能な

値とする。 
 

 規制値 計画基準 

ばいじん 酸素換算 g/m3N 0.08 0.02以下 

窒素酸化物 酸素換算 ppm 250 80以下 

硫黄酸化物 (K値) 8.76 0.2以下※2 

塩化水素 酸素換算 mg/m3N 
700 以下 

(430ppm) 

130以下 

(80ppm) 

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 1以下 
0.1以下 

(年平均目標値：0.05以下※3) 
        ※1 酸素換算：酸素 12%換算値 

        ※2 K値=0.2 を遵守する場合、硫黄酸化物濃度は 30ppm以下となる。 

        ※3 ダイオキシン類については、年間平均値 0.05ng-TEQ/m3Nを目標値とする。 

協議事項 ２-３  排気ガス計画基準（案） 
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【検討内容】 

１) 市域における法規制状況 

市域における排気ガスの法規制状況と本施設計画の計画基準は、表 2-6に示すとおりで

ある。計画基準の設定理由は、２）に示す「計画基準の実現性」を考慮し設定する。 

 

表 2-6 排気ガス基準における公害防止項目と規制値、計画基準の関係 

公害防止 

項目 
規制値 根拠 計画基準 備考 

ばいじん 

（g/m3N） 
0.08 

大気汚染防止法施行規

則第 4 条､規則別表第

2(36 第 4 欄:焼却能力

2000kg 以上 4000kg/時

間未満) 

0.02以下  

窒素酸化物 

（ppm） 
250 

大気汚染防止法施行規

則第 5 条､規則別表第 3

の 2(27) 

80以下  

硫黄酸化物 

（K 値） 
K=8.76 

大気汚染防止法施行規

則第 3 条､規則別表第

1(10) 

K=0.2以下 

既設炉の住民

協 定 書 基 準

値：K=5.0以下 

塩化水素 

（mg/m3N） 

700 以下 

(約 430ppm以下) 

大気汚染防止法施行規

則第 5条､別表第 3(3令

別表第 1の 13の項） 

130以下 

(約 80ppm以下) 
 

ダイオキシン類 

（ng/TEQ-m3N） 
1 

ダイオキシン類対策特

別措置法施行規則第 1

条の 2、別表第 1（焼却

能力：2t 以上 4t/時間

未満） 

0.1以下 

(目標：0.05以下) 

年 間 平 均 値

0.05ng-TEQ/m3N

を目標値とす

る。 

※濃度はいずれもいずれも酸素 12%換算とする。 

※カドミウム、フッ素、塩素、鉛については、滋賀県公害防止条例の対象施設外のため規制なし。 

※滋賀県公害防止条例では、廃棄物焼却炉の横出し規制はなし。 

 

２) 計画基準の実現性 

計画基準の実現性については、プラントの排気ガス処理技術面を基に表 2-7に示すとお

り整理した。 

 

表 2-7 計画基準と実現性 

 計画基準 実現性の検討 

ばいじん g/m3N 0.02以下 バグフィルタの採用により達成可能 

窒素酸化物 ppm 80 以下 
無触媒脱硝もしくは触媒脱硝により

達成可能 

硫黄酸化物 K-値 K=0.2以下 
バグフィルタ及び消石灰噴霧により

達成可能 塩化水素 mg/m3N 
130 以下 

(約 80ppm以下) 

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 
0.1 以下 

(目標：0.05 以下) 

触媒または活性炭吸着設備の併用に

より達成可能 
※濃度はいずれも酸素 12%換算値 
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【検討内容】 

 

 

 

【検討内容】 

１) 市域における法規制状況 

市域における騒音・振動の規制状況は、表 2-8、表 2-9に示すとおりである。 

 

表 2-8 騒音の規制基準 

（単位：デシベル） 

区域の区分＼

時間の区分 

朝 昼間 夕 夜間 

午前 6時から午

前 8時まで 

午前 8時から午

後 6時まで 

午後 6時から午

後 10時まで 

午後 10時から

翌日の午前 6時

まで 

第 2 種区域 50 55 50 45 

※１：草津市における騒音基準値は、草津市告示第 5号 H20.1.16 『騒音規制法に基づく特定工場等におい

て発生する騒音および特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する地域の指定について』、草津市告示第 6

号 H20.1.16『特定工場等において発生する騒音の規制基準について』において、市域が第 2種区域に指定

されている。 

※２：第 2･3･4種区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむ

ね 50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄 に定める基準から 5dB減じた値とする。 

 

表 2-9 振動の規制基準 

 (単位 デシベル) 

区域の区分＼時間の区分 

昼間 夜間 

午前 8時から午後

7時まで 

午後 7時から翌日

の午前 8 時まで 

第 2種区域 (Ⅰ) 65 60 
※１：草津市における振動基準値は、草津市告示第 7号 H20.1.16 『振動規制法に基づく振動を規制する地

域の指定について』、草津市告示第 8号 H20.1.16 『特定工場等において発生する振動の規制基準について』

において、市域が第 2種区域（Ⅰ）に指定されている。 

※２：第 2種区域(Ⅰ)・第 2種区域(Ⅱ)に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷

地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準から 5dB減じた値とする。 

 

 

  

 本施設の騒音・振動の計画基準を次のとおり設定する。 

 

◆ 騒音は第 2 種区域、振動は第 2 種(Ⅰ)区域の規制値を計画基準とする。 
 

 騒音 振動 

区分 
朝・夕 昼 夜 昼 夜 

デシベル デシベル 

規制値 50 55 45 65 60 

計画基準 50以下 55以下 45以下 65以下 60 以下 

 

協議事項 ２-４  騒音・振動計画基準（案） 
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２) 施設における対策の具体化 

蒸気コンデンサ（復水器）などの屋外音源機械を用いる場合は、何らかの対策を要する

が、これまでの国内実績で事例も多く比較的容易に対策が可能と想定されることから、上

記計画基準を設定する。 

 

３) 騒音・振動防止対策 

本施設で騒音・振動を防止する対策は次のとおりとする。 

① 低騒音型機器を採用する。 

② 騒音を発生させる装置は、防音室内に設置し吸音材等を施工する。 

③ 振動防止は、防振ゴムの設置や独立基礎により周辺への伝播を抑制する。 
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【検討内容】 

１) 市域における法規制状況 

草津市における悪臭防止法の規制は、全域が臭気指数規制となっているため、臭気指数

規制に基づく規制に基づき計画基準を設定する必要がある。市域の悪臭の規制基準は表

2-10に示すとおりである。 

表 2-10 草津市における悪臭防止法の規制 

規制地域の区分 
敷地境界線 

（第 1号） 

気体排出口（第 2号） 
排出水 

（第 3号） 
排出口の実高さ

が 15m未満 

排出口の実高さ 

が 15m以上 

第 3種地域 
臭気指数 

13 

排出口ごとに算

定する臭気指数 

排出口ごとに算定

する臭気排出強度 

臭気指数 

29 

※１：草津市における悪臭規制値は、草津市告示第 9号 H20.1.16 『悪臭防止法に基づく悪臭原因物の排出

を規制する地域の指定および規制基準の設定について』において、市域が第 3種地域に指定されている。 

 

２) 計画基準の設定 

本施設計画にあたっては、施設からの悪臭の発生をできるだけ防止することを目標と

し臭気の計画基準は、敷地境界において表 2-11のとおり設定する。 

 

表 2-11 悪臭の規制基準 

公害防止項目 規制値 根拠 計画基準 備考 

敷地境界 

（第 1号規制） 

（第 3種地域） 

臭気指数 13 

悪臭防止法 

第 4条 

臭気指数 

13以下 

※建設予定地の規制

区域に合わせ見直し

を予定 

気体排出口 

（第 2号規制） 

悪臭防止法施行

規則第 6 条の 2

第 1 項に基づき

計算された値 

悪臭防止法 

第 4条 
設定せず 

敷地境界において第 1

号規制を遵守するこ

とを前提として設定

しない。 

排出水 

（第 3号規制） 

（第 3種地域） 

臭気指数 29 

悪臭防止法 

第 4条 
設定せず 

下水道放流であり直

接放流しないため設

定しない。 
※１：草津市における悪臭規制値は、草津市告示第 9号 H20.1.16 『悪臭防止法に基づく悪臭原因物の排出

を規制する地域の指定および規制基準の設定について』において、市域が第 3種地域に指定されている。 

※２：気体排出口の規制値は、排出口から排出した臭気が、地表に着地したときの最大濃度が事業場敷地境

界線上の規制基準に適合するように、大気拡散式を用いて事業場毎に算出。 

 

本施設の敷地境界における臭気計画基準を次のとおり定める。 

 

◆ 臭気指数に関する規制基準（第 3 種地域）の規制値を臭気計画基準とす
る。 

 
公害防止項目 規制値 計画基準 

敷地境界（第 1号規制） 臭気指数 13 臭気指数 13 以下 

 

協議事項 ２-５  臭気計画基準（案） 
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気体排出口からの排気ガスは、煙突高さを考慮し拡散式に基づき検討を行う場合、本施

設での煙突高さの見込み（30m～60m）を考慮すると敷地境界における排気ガスの着地可能

性は極めて低いことから気体排出口の計画基準は設定しない。 

また、排出水はすべて下水道放流を予定しており生活環境への排出を想定していないこ

とから排出水の計画基準は設定しない。 

 

３) 悪臭防止対策 

本施設で臭気の漏洩を防止する対策は次のとおりとし、周辺への臭気の散逸を生じさせ

ないものとする。 

① 焼却炉稼働時は、ごみピット発生臭気を燃焼空気として炉に吸引する。 

② 2炉休止時は、別に設けた脱臭装置により脱臭処理を行う。 

③ プラットホームで入口扉、ごみピット投入扉等の気密性を確保する。 

④ プラットホームの出入り口扉開閉時の外気の吹抜けを防止できる構成とする。 
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【検討内容】 

１) 計画基準の設定 

排水計画基準は、公共下水道放流を前提に下水道排除基準とする。下水道排除基準と計

画基準は、表 2-12のとおりである。 

 

２) 個別対策案 

計画基準を遵守するため、必要な排水処理設備を導入するとともに、常時水質をモニタ

リングし、以上の発生時は警報発生により即刻対処するものとする。基本的に排水の種類

によって以下の処理工程に大別される。 

 

(１) ごみピット汚水 

ピット汚水槽に貯留し、ろ過後炉内噴霧により酸化処理する。篩上成分はごみピットに

戻し、ごみと混焼する。 

 

(２) 有機系排水 

「洗車排水」「プラットホーム床洗い排水」などが該当し、いずれもスクリーン処理後生

物処理を行う。処理水は、無機系排水と合併処理する。 

 

(３) 無機系排水 

「灰汚水（ストーカ式溶融なしの場合）」「灰、スラグ搬出場排水、床洗い排水」「分析・

試験室排水」「純水装置排水」「ボイラブロー」などが該当する。これらは中和後有機系排

水と合併処理する。処理は「凝集沈殿」「ろ過」処理の後必要に応じ「キレート処理」「活

性炭処理」を行う。 

 

 

  

 本施設の排水は、公共下水道へ放流することを前提とする。 

したがって、排水計画基準は、下水道法および草津市下水道条例に基づく下水道排除基準に基づ

き以下のとおり設定する。 

◆ 施設からの排水は下水道排除基準を計画基準として設定する。 

 

 

 

 

協議事項 ２-６  排水計画基準（案） 
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表 2-12 排水計画基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 単位
下水道法に基づく
除外施設設置基準

計画基準

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.01 0.01

シアン化合物 mg/L 0.1 0.1

有機燐化合物 mg/L 検出されないこと 検出されないこと

鉛及びその化合物 mg/L 0.1 0.1

六価クロム化合物 mg/L 0.05 0.05

砒素及びその化合物 mg/L 0.05 0.05

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/L 0.005(水銀) 0.005(水銀)

アルキル水銀化合物 mg/L 検出されないこと 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル mg/L 0.003 0.003

トリクロロエチレン mg/L 0.3 0.3

テトラクロロエチレン mg/L 0.1 0.1

ジクロロメタン mg/L 0.2 0.2

四塩化炭素 mg/L 0.02 0.02

１・２－ジクロロエタン mg/L 0.04 0.04

１・１－ジクロロエチレン mg/L 0.2 0.2

シスー１・２－ジクロロエチレン mg/L 0.4 0.4

１・１・１－トリクロロエタン mg/L 3 3

１・１・２－トリクロロエタン mg/L 0.06 0.06

１・３－ジクロロプロペン mg/L 0.02 0.02

チウラム mg/L 0.06 0.06

シマジン mg/L 0.03 0.03

チオベンカルブ mg/L 0.2 0.2

ベンゼン mg/L 0.1 0.1

セレン及びその化合物 mg/L 0.1 0.1

ほう素及びその化合物 mg/L 10 10

ふつ素及びその化合物 mg/L 8 8

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 10 10

フェノール類 mg/L 5(1) 5(1)

銅及びその化合物 mg/L 3(1) 3(1)

亜鉛及びその化合物 mg/L 2(1) 2(1)

鉄及びその化合物（溶解性） mg/L 10 10

マンガン及びその化合物（溶解性） mg/L 10 10

クロム及びその化合物 mg/L 2(0.1) 2(0.1)

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 mg/L 380 380

水素イオン濃度（ｐＨ） mg/L 5-9 5-9

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） mg/L 600 600

浮遊物質量（ＳＳ） mg/L 600 600

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
 　鉱油類含有量

mg/L 5 5

 　 動植物油脂類含有量 mg/L 30(20) 30(20)

窒素含有量 mg/L (60) (60)

燐含有量 mg/L (10) (10)

温度 ℃ 45 45

沃素消費量 mg/L 220 220

ほう素含有量 mg/L (2) (2)

アンチモン含有量 mg/L (0.05) (0.05)

ニッケル含有量（湖南中部処理区のみ） mg/L (1) (1)

色（下水色を除く） mg/L

臭気（下水臭を除く） mg/L

健康項目


環境項目


備考：
１．基準は下水道法施行令第6条第1項および第2項に定める放流水の技術上の基準値および草津市下水道条例に基づく。
２．（）内の数値は日問平均値を示す。
３．網掛部分は直罰基準、それ以外は除害施設設置基準を示す。
４．直罰基準のうちダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する特定事業場に適用され、
それ以外の項目は水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する特定事業場に適用される。

施設損傷
項目

その他 公共下水道からの放流水が
排出先の公共用水域におい
て入の健康又は生活環境に
支障をきたすような異常な色
及び臭気を帯びていないこと

公共下水道からの放流水が
排出先の公共用水域におい
て入の健康又は生活環境に
支障をきたすような異常な色
及び臭気を帯びていないこと
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       ３ .比較対象処理方式 

 

比較対象とする中間処理方式は、ごみの焼却・溶融処理で実績のある８方式を主として直近の

実績（受注ベース）を整理した。 

１）焼却炉 

・ ストーカー式焼却方式 

・ 流動床式焼却方式 

２）溶融炉 

・ シャフト式ガス化溶融方式 

・ 流動床式ガス化溶融方式 

・ ストーカー式焼却方式＋灰溶融方式 

・ キルン式ガス化溶融方式 

・ ガス改質方式 

３）炭化炉 

・ 炭化方式（流動床式炭化方式、キルン式炭化方式） 

 

３-１ 熱回収施設実績の整理 
１) 実績の整理方法 

実績の整理は、環境省の「廃棄物処理施設の入札・契約情報データベース（平成 21年度

版）」、より過去５年分（平成 17年度以降）の受注実績を整理し、必要に応じ、「環境施設

（(株)公共投資ジャーナル社）」、「ウエイストマネジメント誌（(株)環境産業新聞社）」よ

り補完した。 

 

２) 環境省データ 

環境省の「廃棄物処理施設の入札・契約情報データベース（平成 21年度版）」による実

績は、表３－１に示す。環境省データは、平成 23年竣工までの施設がリストアップされて

いる。 

 

３) その他データ 

補完したデータは、「環境施設（(株)公共投資ジャーナル社）」、「ウエイストマネジメン

ト誌（(株)環境産業新聞社）」に掲載の過去５カ年の受注実績（平成 17年度～平成 21年度）

の内、環境省のデータベースに未掲載のものをまとめ掲載した。 

「環境施設（(株)公共投資ジャーナル社）」に掲載の実績を表３－２に、「ウエイストマ

ネジメント誌（(株)環境産業新聞社）」に掲載の実績を表３－３に示す。 
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セ

ン
タ

ー
２

２
０

２
ス

ト
ー

カ
式

焼
却

＋
灰

溶
融

方
式

㈱
タ

ク
マ

H
2
4
.3

.3
1

ボ
イ

ラ
＋

発
電

抽
気

復
水

４
，

５
０

０

５
茨

城
県

１
７

さ
し

ま
環

境
管

理
事

務
組

合
さ

し
ま

環
境

管
理

事
務

組
合

熱
回

収
施

設
２

０
６

２
流

動
床

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

神
鋼

環
境

H
2
0
.3

.2
1

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

復
水

３
，

０
０

０

６
栃

木
県

１
９

日
光

市
（
仮

）
日

光
市

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

１
３

５
２

シ
ャ

フ
ト

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

川
崎

技
研

Ｊ
Ｖ

H
2
2
.3

.1
0

ボ
イ

ラ
＋

発
電

復
水

２
，

０
０

０

７
栃

木
県

１
８

那
須

地
区

広
域

行
政

組
合

（
仮

称
）
那

須
塩

原
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
１

４
０

２
ス

ト
ー

カ
式

焼
却

＋
灰

溶
融

方
式

Ｊ
Ｆ

Ｅ
環

境
Ｊ
Ｖ

H
2
1
.8

.1
ボ

イ
ラ

＋
発

電
復

水
１

，
９

９
０

８
埼

玉
県

１
８

川
越

市
仮

称
川

越
市

新
清

掃
セ

ン
ー

熱
回

収
施

設
２

６
５

２
流

動
床

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

神
鋼

環
境

H
2
2
.3

.1
5

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

抽
気

復
水

４
，

０
０

０

９
千

葉
県

２
１

成
田

市
（
仮

称
）
成

田
市

・
富

里
市

新
清

掃
工

場
２

１
２

２
シ

ャ
フ

ト
式

ガ
ス

化
溶

融
方

式
川

崎
技

研
Ｊ
Ｖ

H
2
3
.1

2
.3

1
ボ

イ
ラ

＋
発

電
＋

外
部

熱
供

給
抽

気
復

水
３

，
０

０
０

１
０

神
奈

川
県

１
９

川
崎

市
仮

称
リ

サ
イ

ク
ル

パ
ー

ク
あ

さ
お

４
５

０
３

ス
ト

ー
カ

式
焼

却
方

式
㈱

荏
原

製
作

所
H

2
4
.3

.3
0

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

抽
気

復
水

－

１
１

神
奈

川
県

２
２

平
塚

市
（
仮

称
）
次

期
環

境
事

業
セ

ン
タ

ー
３

１
５

３
流

動
床

式
焼

却
方

式
荏

原
環

境
未

定
ボ

イ
ラ

＋
発

電
＋

外
部

熱
供

給
抽

気
復

水
５

，
９

０
０

１
２

神
奈

川
県

１
８

相
模

原
市

（
仮

称
）
新

南
清

掃
工

場
５

２
５

３
流

動
床

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

神
鋼

環
境

H
2
2
.3

.1
5

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

抽
気

復
水

１
０

，
０

０
０

１
３

神
奈

川
県

２
１

秦
野

市
伊

勢
原

市
環

境
衛

生
組

合
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
２

０
０

２
ス

ト
ー

カ
式

焼
却

方
式

日
立

造
船

H
2
4
.9

.2
8

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

抽
気

復
水

４
，

５
０

０

１
４

新
潟

県
２

０
新

潟
市

新
田

清
掃

セ
ン

タ
ー

３
３

０
３

ス
ト

ー
カ

式
焼

却
＋

灰
溶

融
方

式
Ｊ
Ｆ

Ｅ
環

境
H

2
4
.3

.3
1

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

抽
気

復
水

－

１
５

新
潟

県
２

１
三

条
市

三
条

市
清

掃
セ

ン
タ

ー
１

６
０

２
流

動
床

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

三
菱

重
工

Ｊ
Ｖ

H
2
4
.6

.3
0

ボ
イ

ラ
＋

発
電

抽
気

復
水

２
，

８
５

０

１
６

石
川

県
２

０
金

沢
市

西
部

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

３
４

０
２

ス
ト

ー
カ

式
焼

却
方

式
タ

ク
マ

H
2
4
.3

.2
3

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

抽
気

復
水

７
，

０
０

０

１
７

長
野

県
１

９
岳

北
広

域
行

政
組

合
エ

コ
パ

ー
ク

寒
川

３
５

２
ス

ト
ー

カ
式

焼
却

方
式

プ
ラ

ン
テ

ッ
ク

Ｊ
Ｖ

H
2
1
.6

.1
1

温
水

の
場

外
利

用
－

－

１
８

岐
阜

県
１

９
山

県
市

山
県

市
新

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

３
６

２
ス

ト
ー

カ
式

焼
却

＋
灰

溶
融

方
式

日
立

造
船

H
2
2
.3

.1
0

温
水

の
場

内
利

用
の

み
－

－

１
９

岐
阜

県
１

７
南

濃
衛

生
施

設
利

用
事

務
組

合
養

老
ド

リ
ー

ム
パ

ー
ク

（
清

掃
セ

ン
タ

ー
）

８
０

２
流

動
床

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

ユ
ニ

チ
カ

H
2
1
.1

.2
3

温
水

の
場

内
利

用
の

み
－

－

２
０

静
岡

県
１

８
静

岡
市

仮
称

新
西

ヶ
谷

清
掃

工
場

５
０

０
２

シ
ャ

フ
ト

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

新
日

鉄
H

2
2
.3

.3
1

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

抽
気

復
水

１
４

，
０

０
０

２
１

静
岡

県
１

７
浜

松
市

浜
松

市
西

部
清

掃
工

場
４

５
０

３
キ

ル
ン

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

三
井

造
船

H
2
1
.1

.3
1

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

抽
気

復
水

９
，

６
０

０

２
２

静
岡

県
１

９
磐

田
市

（
仮

称
）
磐

田
市

新
ご

み
処

理
施

設
２

２
４

２
ス

ト
ー

カ
式

焼
却

＋
灰

溶
融

方
式

日
立

造
船

H
2
3
.2

.2
8

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

復
水

３
，

０
０

０

２
３

静
岡

県
１

７
袋

井
市

森
町

広
域

行
政

組
合

中
遠

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

１
３

２
２

シ
ャ

フ
ト

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

新
日

鉄
H

2
0
.3

.2
0

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

復
水

１
，

７
０

０

２
４

愛
知

県
１

７
刈

谷
知

立
環

境
組

合
刈

谷
知

立
環

境
組

合
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
２

９
１

３
ス

ト
ー

力
式

焼
却

＋
灰

溶
融

方
式

荏
原

製
作

Ｊ
Ｖ

H
2
1
.3

.3
1

ボ
イ

ラ
＋

発
電

抽
気

復
水

６
，

４
０

０

２
５

三
重

県
１

８
伊

賀
南

部
環

境
衛

生
組

合
伊

賀
南

部
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
９

５
２

流
動

床
式

ガ
ス

化
溶

融
方

式
三

機
工

業
H

2
0
.1

1
.3

0
温

水
の

場
内

利
用

の
み

－
－

表
３

－
１
（
１
）
 

環
境
省
「
廃
棄
物
処
理
施
設
の
入
札
・
契
約
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
平
成

21
年
度
版
）」

の
熱
回
収
施
設
実
績
一
覧
（
過
去
５
年
分
）
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番
号

都
道

府
県

名
契

約
年

度
自

治
体

名
施

設
名

施
設

規
模

（
ｔ／

ｄ
）

炉
数

処
理

方
式

工
事

業
者

名
（
略

称
表

記
）

竣
工

年
月

日
余

熱
利

用
の

概
要

発
電

タ
ー

ビ
ン

形
式

発
電

機
出

力
（
ｋ
Ｗ

）

２
６

大
阪

府
１

７
吹

田
市

吹
田

市
ご

み
焼

却
施

設
（
名

称
未

定
）

４
８

０
２

ス
ト

ー
カ

式
焼

却
＋

灰
溶

融
方

式
タ

ク
マ

H
2
2
.3

.2
5

ボ
イ

ラ
＋

発
電

抽
気

復
水

１
３

，
０

０
０

２
７

兵
庫

県
１

８
姫

路
市

エ
コ

パ
ー

ク
あ

ぼ
し

焼
却

施
設

４
０

２
３

シ
ャ

フ
ト

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

新
日

鉄
H

2
2
.3

.3
1

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

－
１

０
，

５
０

０

２
８

兵
庫

県
２

０
西

宮
市

東
部

総
合

処
理

セ
ン

タ
ー

焼
却

施
設

２
８

０
２

ス
ト

ー
カ

式
焼

却
方

式
Ｊ
Ｆ

Ｅ
エ

ン
ジ

H
2
4
.1

2
.2

1
ボ

イ
ラ

＋
発

電
＋

外
部

熱
供

給
抽

気
復

水
７

，
２

０
０

２
９

和
歌

山
県

１
８

岩
出

市
岩

出
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
６

０
２

流
動

床
式

ガ
ス

化
溶

融
方

式
神

鋼
環

境
H

2
0
.1

2
.2

2
温

水
の

場
内

利
用

の
み

－
－

３
０

和
歌

山
県

１
８

橋
本

周
辺

広
域

市
町

村
圏

組
合

橋
本

周
辺

広
域

ご
み

処
理

場
１

０
１

２
ス

ト
ー

カ
式

焼
却

方
式

川
崎

技
研

H
2
1
.6

.3
0

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

背
圧

５
０

０

３
１

島
根

県
１

９
松

江
市

（
仮

称
）
松

江
市

新
ご

み
処

理
施

設
２

５
５

３
シ

ャ
フ

ト
式

カ
ス

化
溶

融
方

式
新

日
鉄

一
ボ

イ
ラ

＋
発

電
抽

気
復

水
４

，
８

０
０

３
２

島
根

県
１

７
益

田
地

区
広

域
市

町
村

圏
事

務
組

合
益

田
地

区
広

域
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
６

２
２

ス
ト

ー
力

式
焼

却
＋

灰
溶

融
方

式
三

菱
重

工
Ｊ
Ｖ

H
1
9
.9

.3
0

温
水

の
場

内
利

用
を

含
め

て
余

熱
利

用
な

し
－

－

３
３

愛
媛

県
１

８
上

島
町

上
島

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

９
１

ス
ト

ー
カ

式
焼

却
方

式
内

海
プ

ラ
ン

ト
H

2
0
.3

.1
0

温
水

の
場

内
利

用
を

含
め

て
余

熱
利

用
な

し
－

－

３
４

宮
崎

県
１

８
延

岡
市

延
岡

市
新

清
掃

工
場

（
仮

称
）

２
１

８
２

ス
ト

ー
カ

式
焼

却
方

式
Ｊ
Ｆ

Ｅ
環

ソ
ル

Ｊ
Ｖ

H
2
1
.3

.3
1

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

復
水

２
，

１
５

０

３
５

鹿
児

島
県

１
７

大
隅

肝
属

広
域

事
務

組
合

肝
属

地
区

清
掃

セ
ン

タ
ー

１
２

８
２

流
動

床
式

ガ
ス

化
溶

融
方

式
日

立
造

船
H

2
0
.3

.3
1

ボ
イ

ラ
＋

発
電

＋
外

部
熱

供
給

復
水

２
，

５
０

０

３
６

沖
縄

県
１

７
竹

富
町

黒
島

・
波

照
間

焼
却

施
設

０
．

８
２

－
イ

ン
シ

ナ
ー

商
事

H
1
8
.5

.1
5

－
－

－

３
７

沖
縄

県
２

０
竹

富
町

竹
富

町
鳩

間
小

型
焼

却
施

設
０

．
４

１
加

熱
貫

流
直

接
ガ

ス
式

イ
ン

シ
ナ

ー
商

事
H

2
1
.5

.2
0

－
－

－

表
３
－
１
（
２
）
 
環
境
省
「

廃
棄
物
処
理
施
設
の
入
札
・
契
約
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
平
成

2
1
年
度
版
）」

の
熱
回
収
施
設
実
績
一
覧
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番
号

都
道

府
県

名
契

約
年

度
自

治
体

名
施

設
名

施
設

規
模

（
ｔ／

ｄ
）

炉
数

処
理

方
式

工
事

業
者

名
（
略

称
表

記
）

竣
工

年
月

日
余

熱
利

用
の

概
要

発
電

タ
ー

ビ
ン

形
式

発
電

機
出

力
（
ｋ
Ｗ

）

1
埼

玉
県

１
８

東
埼

玉
資

源
環

境
組

合
-

2
9
7

2
未

定
※

未
定

※
-

2
京

都
府

１
８

京
都

市
焼

却
灰

溶
融

施
設

整
備

事
業

3
3
0

2
キ

ル
ン

式
灰

溶
融

方
式

：
焼

却
は

各
地

の
清

掃
工

場
で

実
施

※
住

友
重

機
械

工
業

※
-

3
岡

山
県

１
８

津
山

市
-

1
6
7

-
ス

ト
ー

カ
ー

式
焼

却
方

式
※

未
定

※
-

4
広

島
県

１
８

広
島

市
新

安
佐

南
工

場
4
0
0

-
未

定
※

未
定

※
-

5
愛

媛
県

１
８

松
山

市
-

4
5
0

-
２

１
年

度
計

画
に

振
替

※

6
福

岡
県

１
８

筑
紫

野
・
小

郡
・
基

山
清

掃
施

設
組

合
ク

リ
ー

ン
ヒ

ル
宝

満
2
5
0

2
シ

ャ
フ

ト
式

ガ
ス

化
溶

融
方

式
J
F
E
エ

ン
ジ

ニ
ア

リ
ン

グ
2
0
0
8
.4

.1
蒸

気
タ

ー
ビ

ン
発

電
4
9
9
0

7
茨

城
県

１
９

常
総

地
方

広
域

市
町

村
圏

事
務

組
合

-
2
5
8

-
キ

ル
ン

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

タ
ク

マ
-

3
0
0
0

8
茨

城
県

１
９

高
萩

市
-

2
5

-
建

設
断

念
※

建
設

断
念

※
-

9
大

阪
府

１
９

堺
市

-
4
5
0

2
シ

ャ
フ

ト
式

ガ
ス

化
溶

融
方

式
新

日
本

製
鐵

-
1
3
5
0
0

1
0

鹿
児

島
１

９
姶

良
郡

西
部

衛
生

処
理

組
合

-
7
4

-
ス

ト
ー

カ
ー

式
焼

却
方

式
＋

灰
溶

融
S
N

環
境

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

-

1
1

青
森

県
２

０
外

ヶ
浜

町
-

1
6

-
ス

ト
ー

カ
ー

式
焼

却
方

式
協

和
エ

ク
シ

オ
-

1
2

秋
田

県
２

１
横

手
市

-
9
9

-
未

定
※

未
定

※
-

1
3

山
形

県
２

１
山

形
広

域
環

境
事

業
組

合
-

3
1
5

3
流

動
床

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

未
定

※
-

1
4

栃
木

県
２

１
芳

賀
地

区
広

域
事

務
組

合
-

1
4
3

2
計

画
取

り
下

げ
※

-
-

1
5

東
京

都
２

１
ふ

じ
み

衛
生

組
合

-
2
8
8

2
ス

ト
ー

カ
ー

式
焼

却
方

式
J
F
E
エ

ン
ジ

ニ
ア

リ
ン

グ

1
6

東
京

都
２

１
東

京
2
3
区

清
掃

一
部

事
務

組
合

太
田

清
掃

工
場

6
0
0

2
未

定
※

-

1
7

東
京

都
２

１
東

京
2
3
区

清
掃

一
部

事
務

組
合

太
田

清
掃

工
場

1
4
0

-
灰

溶
融

※
-

1
8

東
京

都
２

１
日

野
市

-
1
4
6

-
未

定
※

-

1
9

石
川

県
２

１
小

松
市

-
1
2
3

-
未

定
※

未
定

※

2
0

三
重

県
２

１
鳥

羽
志

勢
広

域
連

合
-

9
5

２
未

定
※

未
定

※

2
1

山
口

県
２

１
防

府
市

-
1
5
2

２
ス

ト
ー

カ
ー

式
焼

却
方

式
※

カ
ワ

サ
キ

プ
ラ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

ズ
※

2
2

愛
媛

県
２

１
松

山
市

-
4
2
0

3
ス

ト
ー

カ
ー

式
焼

却
方

式
日

立
造

船

※
独

自
調

査
に

よ
る表

３
－
２
 
「
環
境
施
設
（
(株

)公
共
投
資
ジ
ャ
ー
ナ
ル
社
）」

に
掲
載
の
熱
回
収
施
設
実
績
一
覧
（

環
境
省
実
績
の
差
分
：
平
成

17
年
度
～
21

年
度
）
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番
号

都
道

府
県

名
契

約
年

度
自

治
体

名
施

設
名

施
設

規
模

（
ｔ／

ｄ
）

炉
数

処
理

方
式

工
事

業
者

名
（
略

称
表

記
）

竣
工

年
月

日
余

熱
利

用
の

概
要

発
電

タ
ー

ビ
ン

形
式

発
電

機
出

力
（
ｋ
Ｗ

）

1
兵

庫
県

１
９

に
し

は
り

ま
環

境
事

務
組

合
9
0

ス
ト

ー
カ

ー
式

焼
却

方
式

※
日

立
造

船
※

2
兵

庫
県

１
９

揖
龍

保
健

衛
生

施
設

事
務

組
合

1
2
0

シ
ャ

フ
ト

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

新
日

本
製

鐵

3
福

岡
県

１
９

久
留

米
市

2
2
0

未
定

未
定

（
H

2
2
.6

.1
4
時

点
）

4
埼

玉
県

２
０

さ
い

た
ま

市
さ

い
た

ま
市

新
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
※

3
5
0

シ
ャ

フ
ト

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

※
新

日
本

製
鐵

※

5
千

葉
県

２
０

成
田

市
2
1
2

シ
ャ

フ
ト

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

※
未

定

6
静

岡
県

２
０

富
士

市
2
7
0

ス
ト

ー
カ

ー
式

焼
却

方
式

未
定

7
和

歌
山

県
２

０
紀

の
川

市
－

計
画

見
直

し
中

計
画

見
直

し
中

8
長

崎
県

２
０

壱
岐

市
2
6

ス
ト

ー
カ

ー
式

焼
却

方
式

※
現

在
入

札
中

※

※
独

自
調

査
に

よ
る

表
３
－
３

 
「
ウ
エ
イ
ス
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
誌
（

(株
)環

境
産
業
新
聞
社
）」

に
掲
載
の
熱
回
収
施
設
実
績
一
覧
（
環
境
省
実
績
の
差
分
：
平
成

17
年
度
～
2
1
年
度
）
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４) 実績のまとめ 

実績のまとめは、以下に示すとおりである。 

① 方式 

方式は、表３－４に示す８方式とその他が確認された。全体の傾向は、ストーカー式焼

却方式が最も件数が多く 27件（灰溶融付き：10件、ストーカーのみ：17件）あり、次に

シャフト式ガス化溶融方式(12件)、流動床式ガス化溶融方式（9件）であった。その他の

方式は、いずれも 3件未満と尐ない実績であった。 

ストーカー式焼却方式の内、灰溶融炉を併設した施設は、10件で、単独設置のストーカ

炉 17件に対して尐ない。 

 

表３－４ 実績件数まとめ 

処理方式 実績（件） 

ストーカー式焼却方式 27 

  (内訳) ストーカー式＋灰溶融方式 10 

  (内訳) ストーカー式焼却方式 17 

流動床式ガス化溶融方式 9 

シャフト式ガス化溶融方式 12 

キルン式ガス化溶融方式 2 

ガス化改質方式 0 

流動床式焼却方式 1 

炭化方式 0 

その他・不明・未定 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 各方式の実績件数 

0 5 10 15 20 25 30

ストーカー式焼却方式

　　（内訳）ストーカー式＋灰溶融方式

　　（内訳）ストーカー式焼却方式

流動床式ガス化溶融方式

シャフト式ガス化溶融方式

キルン式ガス化溶融方式

ガス化改質方式

流動床式焼却方式

炭化炉

その他・不明
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② 種類別の傾向（メーカー受注状況） 

種類別の実績(メーカー受注状況)は、表３－５および図３－２に示すとおりである。ス

トーカー式焼却方式では、日立造船と JFE エンジニアリングが３件で並んでおり他は１件

の実績を有するメーカーが 5 社存在する。ストーカー式焼却方式＋灰溶融方式では、日立

造船、JFEエンジニアリング、タクマ、荏原製作所が２件となっている。流動床式ガス化

溶融方式では、神鋼環境が４件、１件の実績を有するメーカーが 4社存在する。シャフト

式ガス化溶融方式では、新日本製鐵が 8件と最も多く、川崎技研 2件、JFEエンジニアリ

ング 1件となっている。キルン式ガス化方式は、タクマ 1件、三井造船が１件と実績自体

が尐ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 種類別の実績状況

ストーカー式＋灰溶融方式
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流動床式ガス化溶融方式
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を
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５
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３-２ 比較対象処理方式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１) 比較対象処理方式の選定 

「3-1 熱回収施設実績の整理 4)実績のまとめ」に示すとおり、過去 5年における処理

方式の採用状況は、次のとおりである。 

 

① ストーカー式焼却方式（ストーカー式＋灰溶融方式） ：10件 

② ストーカー式焼却方式（ストーカー式焼却方式） ：17件 

③ 流動床式ガス化溶融方式    ：9件 

④ シャフト式ガス化溶融方式    ：12件 

⑤ キルン式ガス化溶融方式    ：2件 

⑥ ガス化改質方式     ：0件 

⑦ 流動床式焼却方式     ：1件 

⑧ 炭化方式      ：0件 

（その他不明、7件・未定 8件を除き、計 51件） 

 

以上より近年の採用方式は、①、②、③、④が主流になっており、採用割合をみると、

この４方式で約 94％を占めている。（48/51＝94.1％） 

本処理方式の検討では、「安全で安定した施設」を施設整備の基本方針の一つとしてあげ

ている。すなわち、市民が安心できる施設を目指すためには、近年の採用実績が多く、施

設の安定稼動を十分に期待できる処理方式に絞り込んだ上で環境保全性、経済性等の比較

検討を加えていくべきと考えられる。 

したがって、ここでは、近年の採用方式として実績の多い、次の４方式を比較対象処理

方式とする。 

  

比較対象処理方式は、採用実績等に基づき以下の４方式とする。 

◆ ストーカー式焼却方式（ストーカー式＋灰溶融方式） 

◆ ストーカー式焼却方式（ストーカー式焼却方式） 

◆ 流動床式ガス化溶融方式 

◆ シャフト式ガス化溶融方式 

 

協議事項 ３-１  比較対象処理方式（案） 
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 【比較対象処理方式】 

① ストーカー式焼却方式（ストーカー式＋灰溶融方式）  

② ストーカー式焼却方式（ストーカー式焼却方式）  

③ 流動床式ガス化溶融方式     

④ シャフト式ガス化溶融方式     

 

 

 

【参考】 

焼却：これまでの焼却技術の延長であり、ダイオキシン類対策も対策されている。維持管理

費が溶融炉に比べ尐なく済む。 

溶融：焼却に比べ高温で処理するため、耐火物や燃料などのコストが焼却と比較し高くなる。

スラグは再利用の可能性がある。運転管理技術は、焼却と比較し高度な技術が要求さ

れることとなりやすい。 

炭化：焼却や溶融に対して低温の処理であるため溶融炉と比較して安価であるものの、性状

の変化するごみを安定的に炭化し、安定した製品品質を得ることに難しさがある。 
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表３－６ 処理方式比較一覧 

※採用実績は、環境省「廃棄物処理施設の入札・契約情報データベース（平成 21年度版）」、「環境施設（(株)公共投資ジャーナル社）」、「ウエイストマネジメント誌（(株)環境産業新聞社）」より過去５年分（平成 17年度～平成

21 年度）を集計したものである。

 
ストーカ+灰溶融 ストーカ式焼却 

流動床式 

ガス化溶融 

シャフト式 

ガス化溶融 
キルン式ガス化溶融 ガス化改質方式 流動床式焼却 炭化方式 

代表事例 

フロー 

        

原理 

ストーカー炉で焼却

し、焼却後の灰を溶融す

る方式である。溶融方式、

飛灰処理方式により種類

がさらに分かれる。 

炉内に配置された可動

火格子によりごみを燃焼

しながら送り出し焼却す

る方式である。 

流動床式のガス化炉で

ごみの一部を燃焼し、そ

の熱で他のごみをガス化

する。生成したガスを溶

融炉で燃焼させ灰分を溶

融する方式である。 

溶融炉内の赤熱コーク

スが熱源となりごみを溶

融する方式である。 

キルン式の熱分解炉で

間接加熱によりごみを熱

分解し、その燃焼により

溶融炉で溶融する方式で

ある。 

ごみの熱分解ガスを高

温に加熱して改質し、そ

の後急冷し、酸アルカリ

洗浄して燃料ガスを回収

する方式である。 

流動化空気により流動

化させた砂の中でごみを

焼却する方式である。 

ごみを低酸素濃度で

ガス化（炭化）し、炭

化物を製造する。生成

したガスは、炭化炉の

熱源として利用する方

式である。 

特徴 

・ 自家発電力で溶融す

るには、施設規模が

ある程度大きいこと

が必要である。 

・ 溶融炉のランニング

コストが大きい。 

・ 焼却、溶融とも技術

の熟度は高い。 

・ 焼却方式として、長

期の実績があり、技

術の熟度は高い。 

・ 最近の処理技術（次

世代ストーカー技

術）により、ダイオ

キシン類の発生抑制

や、熱灼減量の低減

が図られている。 

・ 小規模施設では特に

実績が多い。 

・ 部分燃焼によりガス

化するため、発生ガ

スに燃焼ガスが混在

し、ガスの燃料品位

を下げる。このため、

発熱量の高いごみに

向いている。 

・ 施設規模が小さいと

ごみの変動の影響が

出やすい。 

・ ごみの変動による影

響が少なく、コーク

スにより安定した溶

融が可能である。そ

のため小規模施設で

も安定した運転が可

能である。 

・ コークスの消費と純

酸素発生機の電力消

費が維持管理コスト

を押上げている。 

・ コークス燃焼による

CO2発生があるため、

他の方式に対して地

球温暖化対策に課題

がある。 

・ 空気を熱媒体として

用いるため、空気加

熱管の損傷防止の必

要から加熱温度に制

約がある。このため、

ごみを加熱する温度

は 450℃程度に抑え

られる。 

・ 投入ごみの性状に制

約がある。 

・ ごみから燃料ガスを

製造する方式で、発

生ガスは高温で改質

された後急冷され、

湿式洗浄により脱

硫、除湿を行う。こ

のガス精製工程の維

持管理負担が大き

い。 

・ 燃料ガスの利用方法

を考慮する必要があ

る。 

・ ごみの炉内滞留時間

が短いため、ごみの

変動の影響が相対的

に大きくなる。その

結果としてダイオキ

シン類が生成しやす

い。 

・ 炭化物の再利用を

目的とした方式で

あり、炭化物の利用

先確保が前提とな

る。 

・ 炭化物の品質確保

が課題となること

が多い。 

採用実績 
10件 17件 9件 12件 2件 0件 1件 0件 

多い 多い 多い 多い 少ない 少ない 少ない 少ない 

評価 ○ ○ ○ ○    
 


